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ＫＨネオケム株式会社 

 

新型コロナウイルスに対する事業継続計画（ＢＣＰ） 

 

当社は、当社が提供する製品・サービスを安定的に社会に供給し続けていくことの社会的責任の重要

性を認識し、事業継続マネジメント（ＢＣＭ）基本方針を定め、当該方針に基づき、大規模地震の発生

による当社への影響を想定した事業継続計画（ＢＣＰ）を事業場毎に定めております。今般の新型コロ

ナウイルス感染症への対応におきましては、上記事業継続計画（ＢＣＰ）を基本にしつつ、地震とは異

なるリスクの特性を踏まえ、以下のように対応することとしております。 

 

1. 感染予防及び感染拡大防止への取組み 

日常の事業活動において感染予防及び感染拡大防止を徹底するため、役職員がとるべき行動を定め

た「行動ガイドライン」を策定し、日常の健康状態のチェック、在宅勤務やフレックスタイムが活用

可能な職場ではその最大限の活用、オンライン会議の活用をはじめ、できる限り人との接触を避ける

行動を徹底しております。 

 

２．感染者発生に備えた対策 

事業継続のため、手続きの電子化等により可能な限り在宅勤務で業務が行える環境の整備を進めて

おります。 

本社、大阪支店においては、出社しなければ対応できない業務を予め特定し、最小の要員数が出社

すれば対応できる体制としています。 

工場においては、各プラント、工程の稼働に必要な要員数を予め設定しており、感染者が発生した

場合の対応要領を定めた上で、年 1回定期的に見直しを行なっております。 

また、製品の供給責任を果たすため、原材料の安定的な確保、物流体制の整備に努めています。 

 

３．感染者が発生した場合の対応 

感染者が発生した場合は、感染拡大の恐れのある範囲を迅速に特定するため、必要な者に対し会社の

保有する検査キットを活用し、その検査結果に応じ、必要な隔離対応を行う等、事業への影響の最小

化と役職員の安全を確保し、事業継続に努めます。 

また、特に工場において感染者が発生した場合は、上記２．に記載の対応に沿った応援体制を敷き、

プラント稼働継続を図ります。さらに感染者が発生し、稼働に必要な要員数を確保できないプラント

が生じた場合は、当該プラントの一時的な停止も含めた判断を行い、工場全体への感染拡大リスクを

抑止し、生産計画の見直しを図りつつ工場稼働継続に努めます。 
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